
墨田区コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （使用申込者の資格） 

第４条 コミュニティ住宅の住居を使用する

ことができる者は、次に掲げる者で住宅に

困窮すると認められるものとする。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 次に掲げる者で事業地区内における市

街地整備事業の施行に伴い住宅を失った

もの 

  ア 〔略〕 

  イ 承認の日後に事業地区内に居住する

に至った者で、区長が市街地整備事業

の施行上やむを得ないと認めるもの 

  ウ ア及びイに該当する者と同一の世帯

に属する者で規則で定めるもの 

２～４ 〔略〕 

 （使用手続） 

第６条 〔略〕 

２ 使用予定者として決定された者は、遅滞

なく次に掲げる手続をしなければならな

い。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 保証金として、入居時における使用料

（京島一丁目コミュニティ住宅にあって

は、第１０条の２の規定により使用料の

減額を受けるときは、当該減額後の使用

料）の２月分に相当する金額を納付する

こと。 

３・４ 〔略〕 

 （付加使用料） 

第２３条 コミュニティ住宅（京島一丁目コ

ミュニティ住宅を除く。以下この項におい

て同じ。）の使用者は、コミュニティ住宅

を引き続き５年以上使用している場合にお

いて、当該使用者の収入が２０万円を超え、

かつ、当該コミュニティ住宅を引き続き使

用しているときは、規則で定める月から、

当該コミュニティ住宅の使用料のほかに、

付加使用料を納付しなければならない。 

２ 〔略〕 

 （市街地整備事業の施行に伴う者に係る特

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 

 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 〔同左〕 

 

 

  ア 〔略〕 

    〔新設〕 

 

 

  イ アに該当する者と同一の世帯に属す

る者で規則で定めるもの 

２～４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第６条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 保証金として使用料の２月分に相当す

る金額を納付すること。 

 

 

 

 

３・４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２３条 コミュニティ住宅の使用者は、コ

ミュニティ住宅を引き続き５年以上使用し

ている場合において、当該使用者の収入が

２０万円を超え、かつ、当該コミュニティ

住宅を引き続き使用しているときは、規則

で定める月から、当該コミュニティ住宅の

使用料のほかに、付加使用料を納付しなけ

ればならない。 

 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 



例） 

第２９条 第１０条、第１０条の２（京島一

丁目コミュニティ住宅を使用する場合を除

く。）、第１１条第１項第３号及び第４号

並びに第１２条の規定は、第４条第１項第

４号アの規定に該当する者が当該市街地整

備事業に係る賃借料差額補償を受ける期間

にあっては、適用しない。 

別表第１ 
名  称 位  置 戸数 

京島一丁目コミュニ

ティ住宅 

東京都墨田区京島一

丁目１番２号 
３６戸 

京島二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第二コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第三コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第四コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第五コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第二コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第三コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第四コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第五コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第六コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第七コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第八コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

文花二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

八広二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

立花五丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

別表第２ 
名  称 型式 使用料（月額） 

 
１ＬＤＫ（Ａ

タイプ） 
７５，１００円 

 
１ＬＤＫ（Ｂ

タイプ） 
７５，３００円 

 
１ＬＤＫ（Ｃ

タイプ） 
７９，８００円 

   

 

第２９条 第１０条、第１０条の２、第１１

条第１項第３号及び第４号並びに第１２条

の規定は、第４条第１項第４号アの規定に

該当する者が当該市街地整備事業に係る賃

借料差額補償を受ける期間にあっては、適

用しない。 

 

別表第１ 
名  称 位  置 戸数 

〔新設〕   

京島二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第二コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第三コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第四コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第五コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第二コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第三コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第四コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第五コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第六コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第七コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第八コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

文花二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

八広二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

立花五丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

別表第２ 
名  称 型式 使用料（月額） 

   

   

   

   



   

 
１ＬＤＫ（Ｄ

タイプ） 
８３，４００円 

京島一丁目コミュニ

ティ住宅 

１ＬＤＫ（Ｅ

タイプ） 
８５，４００円 

 
１ＬＤＫ（Ｆ

タイプ） 
８９，１００円 

 
１ＬＤＫ（Ｇ

タイプ） 
９５，０００円 

 
２ＬＤＫ（Ａ

タイプ） 
８９，１００円 

 
２ＬＤＫ（Ｂ

タイプ） 
９７，５００円 

京島二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第二コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第三コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第四コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第五コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第二コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第三コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第四コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第五コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第六コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第七コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第八コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

文花二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

八広二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

立花五丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

 付記 〔略〕 

  

   

   

 〔新設〕   

   

   

   

   

京島二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第二コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第三コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第四コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島二丁目第五コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第二コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第三コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第四コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第五コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第六コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第七コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

京島三丁目第八コミ

ュニティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

文花二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

八広二丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

立花五丁目コミュニ

ティ住宅 
〔略〕 〔略〕 

 付記 〔略〕 

    

   付 則 

 この条例は、平成２１年１１月２日から施行する。ただし、第４条第１項第４号の

改正規定は、公布の日から施行する。 


